
ロ平成 31年第 1 (3月 )上越市議会定例会

農政建設常任委員会資料

※新元号が未定であるため、改元が予定されている日以降の年についても「平成」により表

記 しています。

案 件 番 号 案 件 名 提 出 課 ページ

議案第 14号 平成 30年度上越市一般会計補正予算 (第

6号 )

生活排水対策課

イよか
1´

Vll

議案第 16号 平成 30年度上越市下水道事業特別会計

補正予算 (第 2号 )

生活排水対策課

下水道建設課
12-19

議案第 35号 上越市営住宅条例の一部改正について 建築住宅課 20-23

議案第 48号 上越市下水道条例の一部改正について 生活排水対策課 24～ 25

議案第 49号 上越市農業集落排水条例 の一部改正 につ

いて
生活排水対策課 26-27

議案第 50号
上越市浄化槽整備推進事業に係 る浄化槽

の設置等に関す る条例の一部改正につい

て

生活排水対策課 28

議案第 1号 平成 31年度上越市一般会計予算 都市整備課ほか 29-82

議案第 4号 平成 31年度上越市下水道事業特別会計

予算

生活排水対策課

下水道建設課
83-112

議案第 5号 平成 31年度上越市農業集落排水事業特

別会計予算
生活排水対策課 113-119

議案第 8号 平成 31年度上越市浄化槽整備推進事業

特別会計予算
生活排水対策課 120

都市整備部



予算案件における日標の記載について

全ての事業を義務的事業、経常的事業、政策的事業に分類し、下記のように整理

して記載しています。

1 義務的事業一生活保護など扶助費全般や戸籍事務、国県事業等入の負担など

。法定受託事務など法令等の目的・趣旨と事業の目的と合致しており、市民に

安定的にサービスを提供することが目標であるため記載しません。

・市の政策としてサービスを付力日する場合は記載しています。

、2 経常的事業一財務会計事務、契約事務、庶務事務、施設の維持管理運営など

・行政運営に必要不可欠な財務会計事務などの内部管理事務については、滞り

なく実施することが目標であるため記載しません。

・施設の維持管理運営は、適切な維持管理と運営により市民等が安全安心に利

用できることが日標であるため記載しません。ただし、施設の付加価値を高

めるための取組を実施し、入館者数や利用者数などを設定できる場合は目標

を記載しています。

3 政策的事業…上記以外の事業

l全ての事業について日標を記載しています。



所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 14号

提  出  課 生活JF水対策課

歳出科 目 (P64～ P65) 4款 2項 2日 生活環境費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

生活排水対策事業 22,627 △ 3,526 19,101

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

一般財源

△ 1,186

△ 2,340

負担金補助及び交付金

△3,526

【補正理由】

合併処理浄化槽等設置費補助金の交付件数が当初見込みを下回ることから、補助金を減

額するもの

【補正内容】

区  分 補正前 補正額 補正後

負担金補助及び交付金 22,616 △ 3,526 19,090

22,546 △ 3,526 19,020

合併処理浄化槽等設置費補助金の交付件数

平成 80年度当初計画 平成 30年度末見込み 歩ヒ    車交

74件 54件 △20件
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提  出  課 河川海岸砂防課

歳出科 目 (P70～ P71) 8款 2項 3日 道路新設改良費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

人千浦地区周回道路新設事業費 18, 864 △ 4,450 14,414

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

繰入金 △ 4,450 公有財産購入費  △4,450

【補正理由】

用地購入単価が当初の見込みを下回ることから減額するもの

【補正内容

補正額 補正後補正前区 分

7 352802 △ 4,450

11,802 △ 4,450 3527,

公有財産購入費
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提  出  課 道路課

歳出科 目 (P70～ P73) 8款 2項 3日 道路新設改良費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

道路整備事業 472,829 654,742 1,127,571

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

市債

一般財源

347,300

305,400

2,042

役務費

委託料

工事請負費

16

17,728

567, 619

公有財産購入費   9,985

補償、補填及び賠償金

59,394

【補正理由】

国の補正予算を活用し、平成 31年度以降に計画していた事業の一部を前倒しして実施す

る経費を増額するもの

【30年度目標の変更】
。当初予算に係る工事及び測量設計業務については、早期に発注し、降雪前に完了する。

・国の補正予算活用分については早ダ胡発注に努める。

【補正内容】

区 分 補正前 補正額 補正後

役務費 49 16 65

49 16 65

委託料 151,645 17,728 169,373

27, 141 10,494 37,635

4,159 788 4,947

2,722 2,574 5,296

24,025 31872 27,897

工事請負費 134,518 567,619 7021 137

134,518 209,563 344,081

0 261,982 26と ,982

0 96,074 96,074

公有財産購入費 66,586 9,985 76,571

66,586 9,985 76,571

補償、補填及び賠償金 120,031 59,394 179,425

120,031 59,394 179,425
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路線別内訳      `
合併前上越市ほか 2区で事業を実施 (25か所 )

地 区 路線名 施工地 主な実施内容
位置図

ページ

合併前

上越市

三田新田幹線

(都市計画道路黒井藤野新田線)

三田新田
道路新設 L=225m W=30m

物件補償 一式

6

鴨島団地 34号線ほか 鴨島三丁目ほか
側溝改良 L=299m W=0.3m

物件補償 一式

四ケ所大日線 大 日 道路改良 L=280m W=7m

下新町上野田線 新保古新田ほか
用地取得 A=509∬

物件補償 一式

東中島三分一橋線 東中島ほか 用地取得 A=67∬

平山団地 1号線ほか 大貫四丁目 側溝改良 L=602m W=0.3m

南高田町 9号線ほか 南高田町
側溝改良 L=553m W=0。 3m
物件補償 一式

春日山町団地南幹線ほか 春日山町三丁目 側溝改良 L=828m W=0.3m

春日山町三・一丁目線ほか 春日山町三丁目 側溝改良 L=413m W=0.3m

上越三和北線 上千原 歩道新設 L=250m W=2.5m

大和五丁目団地 1号線ほか 大和五丁目 側溝改良 L=213m W=0.3m

東城町三丁目幹線ほか 東城町 丁目
側溝改良 L=488m W=0,3m

物件補償 一式

東城町一丁目6号線ほか 東城町一丁目 側溝改良 L=483m W=0.3m

小町環状線ほか 春日新田二丁目 用地測量・用地調査 一式

南方線 南方
道路改良 L=38m W=4m

物件補償 一式

南本町二丁目 1号線 南本町二丁目

道路改良 L=20m W=5。 5m
用地取得 A=50∬

物件補償 一式

北城神明宮線 北城町一丁目ほか
側溝改良 L=249m

W=0.3～ 0.4m

戸野目南新保線 本道ほか 路肩拡幅 L=480m W=2m
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地 区 路線名 施工地 主な実施内容
位置図

ページ

合併前

上越市

東本町通 り線 東本町五丁目ほか 側溝改良 L=570m W=0.3m

6

藤野新田塩屋新田線 藤野新田 側溝改良 L=51m W=0,3m

飯御殿山町線 旬えほか 用地取得 A=86だ

高田郵便局西通線 西城町二丁目 側溝改良 L=160m W=0,3m

西本町一丁 目4号線 西本町一丁目

実施設計 一式

用地測量・用地調査 一式

物件調査 一式

用地取得 A=120だ

物件補償 一式

柿崎区 新田線 柿崎 側溝改良 L=120m W=0。 3ml 7

名立区 旭 1号線 名立大町
道路改良 L=110m W=9m

物件補償 一式
8
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西本町―丁目4号線
(西本町―丁目)

小町環状線ほか
(春 日新田二丁目)

春日山町三・一丁目線ほか

(春 日山町三丁目) 東中島三分一橋線
(東中島ほか)藤野新田塩屋新田線

(藤野新田)

上越三和北線
(上千原 )

三田新田幹線
(都市計画道路黒井藤野新田線 )

(三 田新田)

春日山町団地南幹線ほか
(春 日山町三丁目)

四ケ所大日線
(大 日)

飯御殿山町線
(飯ほか)

東本町通り線
(東本町五丁目ほか ) 戸野目南新保線

(本道ほか)
平山団地1号線ほか

(大貫四丁目)

北城神明宮線
(北城町―丁目ほか )

東城町三丁目幹線ほか

(東城町三丁目)

高田郵便局西通線
(西城町二丁目)

下新町上野田線
(新保古新田ほか)鴨島団地34号線ほか

(鴨島三丁目ほか )

東城町一丁目6号線ほか
(東城町一丁目)

道路整備事業位置図
(合併前上越市 )
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南本町二丁目1号線
(南本町二丁目)

南高田町9号線ほか
(南高田町 )大和五丁目団地 1号線ほか

(大 和五丁 目)

南方線
(南方)
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N 道路整備事業位置図
(柿崎区)
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道路整備事業位置図
(名 立区)

旭1号線
(名立区名立大町 )
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提  出  課 建築住宅課

歳出科 目 (P72～ P73) 8款 2項 7日 克雪総合計画費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

克雪住宅推進費 10,670 △ 3,643 7,027

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

県支出金

一般財源

△ 919

△ 1,825

△ 899

負担金補助及び交付金

△3,643

【補正理由】         :
克雪すまいづくり支援事業補助金の交付件数が当初見込みを下回ることから補助金を減

額するもの

【補正内容】

区 分 補正前 補正額 補正後

負担金補助及び交付金 10,670 △ 3,643 7,027

10,670 △ 3,643 7,027

交付件数

平成 30年度当初計画 平成 30年度末見込み 比  較

32イ牛 23件 △ 9件
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歳出科 目 (P72～ P73) 8款 7項 1目 住宅管理費

単位 :千円

事    業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

公営住宅管理運営費 127,300 △ 4,212 123,088

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

県支出金 △4,212 需用費 △4,212

【補正理由】

県営南本町住宅 3号棟の住戸改善工事において、市が行 う予定であった、現入居者が仮

移転する公営住宅の入居前修繕を県予算で実施したことから、修繕料を減額するもの

【補正内容】

区 分 補正前 補正額 補正後

需用費 74,705 △ 4,212 70,493

60,203 △ 4,212 55,991

10



歳出科 目 (P72～ P75) 8款 7項 2日 住宅整備費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

公営住宅整備事業 234,495 △95,661 138,834

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

市債

一般財源

△ 47,830

△48,100

269

工事請負費   △95,661

【補正理由】

社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源の組替えとあわせて事業費を減額する

もの

【補正内容】

区 分 補正前 補正額 補正後

工事請負費 233,777 △ 95,661 138,116

233,777 △ 95,661 138,116

11



所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 16号

提  出  課 生活排水対策課

歳出科 目 (P l18～ P l19) 1款 2項 1目 公共下水道事業費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

下水道センター機能高度化事業 295,567 13,605 309,172

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

分担金及び負担金

国庫支出金

市債

5,000

6,793

1,700

一般財源 112 委託料 13,605

【補正理由】

国の補正予算を活用し、平成 31年度に計画していた事業の一部を前倒しして実施する経

費を増額するほか、決算見込みにあわせて財源を整理するもの

【30年度目標の変更】
。長寿命化対策工事と耐震補強工事について、計画どおり年度内に完了する。
。国の補正予算活用分については早期発注に努める。

【補正内容】

区 分 補正前 補正額 補正後

委託料 24,097 13,605 37,702

18,364 13,605 31,969

12



下水道センター平面図 氷
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・分水槽耐震補強工事実施設計業務委託
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提  出  課 下水道建設課

歳出科 目 (P l18～ P l19) 1款 2項 1目 公共下水道事業費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

公共下水道雨水整備事業 346,631 327,083 673,714

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

市債

一般財源

158,000

162,400

6,683

委託料

工事請負費

103,807

223,276

【補正理由】

国の補正予算を活用し、平成 31年度に計画していた事業の一部を前倒しして実施する経

費を増額するもの

【80年度目標の変更】

・効率的かつ総合的な浸水対策の実施を図るため、雨水管理総合計画を年度内に策定す

る。

・国の補正予算活用分については早期発注に努める。

【補正内容】

区 分 補正前 補正額 補正後 備  考

委託料 31,138 103,807 134,945

上越処理区 103,807
22,086 73 678 95,764

0 17,391 17,391

0 12,738 12,738

工事請負費 315,476 223,276 538,752 上越処理区

大潟処理区

125,321

97,955315,476 223,276 538,752

実施設計委託料 L=4.2km

地質調査委託料 Ⅳ=14孔

基本設計委託料 N=1か所

雨水工事 φ1000～ 1350■lm L=608m
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公共下水道 (雨水)工事予定箇所図 (上越処理区)
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公共下水道雨水整備事業

靱 番号 工事箇所 工事概要

1

2

土橋 φ1000-1350mm   L=272m

上橋 φ l100-1200mm   L=247m
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公共下水道 (雨水)工事予定箇所図 (大潟処理区)
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提  出  課 生活排水対策課

歳出科 日 (P l18～ P l19) 1款 2項 2日 特定環境保全公共下水道事業費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

浄化センター機能高度化事業 125,567 13,381 138,948

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

市債

一般財源

7,207

6,100

74

委託料

工事請負費

3,001

10,380

【補正理由】

国の補正予算を活用し、平成 31年度に計画していた事業の一部を前倒 しして実施する経

費を増額するもの            .

【30年度目標の変更】

・長寿命化対策工事と耐震補強工事について、計画どおり発注し完了する。

・国の補正予算活用分については早期発注に努める。

【補正 容

補正額 補正後補正前区 分

17,00614,005 3,001

3,953 3,001 6,954

委託料

111,507 10,380 121,887

111,507 38010, 121,887

工事請負費
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歳出科 目 (P120～ P121) 2款 1項 2目 利 子

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

地方債利子及び一時借入金利子 1,246,598 △ 3,827 1,242,766

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

使用料及び手数料  13,196

-般財源    △17,023

償還金利子及び害1引 料

△3,827

【補正理由】

決算見込みにあわせて予算を整理するもの

【補正内容】

区 分 補正前 補正額 補正後

償還金利子及び割引料 1,246,593 △ 3,827 1,242,766

1,246,414 △ 3,827 1,242,587

19



所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 35号

提  出  課 建築住宅課

上越市営住宅条例の一部改正について

1 改正理由

施設の経年劣化等により今後の入居希望が見込まれない安塚区の山中住宅の供用を

廃止す るほか、特定公共賃貸住宅の入居率の向上を図るため入居要件の緩和を行 うな

ど、所要の改正を行 うもの

2 主な改正内容

法令の引用条項等を整備する。 (第 9条、第 34条関係 )

特定公共賃貸住宅の入居者の資格の うち、 「特別の事情により市長が特定公共貸

貸住宅に入居 させ ることが適 当であると認 める者」を、居住の安定を図る必要があ

る者 として 「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第 7条 に規定す

る者」 とする。 (第 44条の 2関係 )

山中住宅の供用を廃止する。 (別表第 4関係 )

その他文言を整備する。

伍)

(2)

14)

(3)

3 施行期 日

(1)2徹 )及び14)の改正

12)212)及び13)の改正

公布の 日

平成 31年 4月 1日

4 上越市営住宅条例改正案新 旧対照表

(下線部分及び太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(入居者の公募の方法 )

第 4条 略

2 市長は、前項の公募に当たつては、市営

住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者

の資格、申込方法く選考方法の概略、入居

時期その他必要な事項を明 らか に しな けれ

ばならない。

(入居者の資格 )

第 6条  略

(1)及 び12)略

13)市税等 を滞納 していないこと。

に)略
2 略

(入居者の選考 )

第 9条 略

2 略

(1)及 び(動 略

(入居者の公募の方法 )

第 4条 略

2 市長は、前項の公募に当たつては、市営

住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者

の資格、申込方法、選考方法の概略、入居

時期その他必要な事項を公示 しなければな

らない  。

(入居者の資格 )

第 6条 略

(1)及 び(21 略

9 公租公課を滞納 していないこと。

14)略
2 略

(入居者の選考)

第 9条 略

2 略

(1)及 び(2)略
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改  正  案 改  正  前

13)石炭鉱業の構造調整 の完了等に伴 う関

係法律の整備等に関す る法律 (平成 12

14)～住〕 略

(家賃の納付 )

第 18条 略

2 入居者は、毎月末 日

までにその月分の

家賃を納付 しなければならない。ただ し、

その 日が上越市の休 日を定める条例 (_平 成

元年 上舷 市条例 第 29号 )に規 定す る休 日

(以 下 「休 日Jと い う^)に 当 た る と き

は、その翌日をもって納期 限 とす る命

3 略

(建 替事業による明渡 しの請求等 )

第 34条  市長は、市営住宅建替事業の施行

に伴い、現に存す る市営住宅を除却す るた

め必要があると認めるときは、法第 37条
第 6項 (同 条第 7項 において準用す る場合

を含む。)の規定による通知を した後、当

該 市営住 宅 の入居者 に対 し、期 限 を定 め

て、その明渡 しを請求することができる。

2～ 4 略

(準 用 )

第 43条  改良住宅の管理については、次項

に定めるもののほか、改良住宅を市営住宅

とみな して、第 8条 第 1項及び第 2項、第

12条 か ら第 15条まで、第 17条か ら第

24条まで、第 25条
、第 26条 第 1項及び第 3項 、第

27条 、第 31条 、第 33条並びに第 37
条か ら第 40条 までの規定を準用する。

2 略

(入居者の資格 )

第 44条 の 2 特定公共賃貸住宅に入居する

ことができる者は、次の各号のいずれかに

該 当す る者で市税等 を滞納 していない も

の とする。

(1)賂

(2)特定優 良賃貸住宅の供給の促進に関す

年 法 律 第 16号 )第 畏 久_ の 十日常 に ■ る 庫

止前の炭鉱 労働者等の雇用の安定等 に関

す る臨時措置 法 (昭 和 34年 法律 第

199号 )第 8条劣 1項 に規定する炭鉱

離職者求職手帳の発給を受けた者

俗)炭 鉱労働者等の雇用の安定等に関す る

臨時措 置法 (昭 和 34年 法律 第 199

但)～ 住〕 略

(家賃の納付 )

第 18条 略

2 入居者は、毎月末 日 (月 の 中途 で明け渡

す場合は、明け渡す日)ま でにその月分 の

家賃を納付 しなければならない。

3 略 ン       イ`

(建替事業による明渡 しの請求等 )

第 34条  市長は、市営住宅建替事業の施行

に伴い、現に存す る市営住宅を除却す るた

め必要があると認ゅるときは、法第 37条
第 5項 (同 条第 6項において準用する場合

を含む。)の規定による通知をした後、当

該 市営住 宅の入居者 に対 し、期 限を定 め

て、その明渡 しを請求す ることができる。

2～ 4 略

(準用 )

第 43条  改良住宅の管理については、次項

に定めるもののほか、改良住宅を市営住宅

とみな して、第 8条第 1項及び第 2項、第

12条か ら第 15条まで、第 17条か ら第

24条 まで、第 25条 (第 1項第 5号 を除

く。 )、 第 26条 第 1項及 び第 3項 、第

27条 、第 31条、第 33条並びに第 37
条か ら第 40条までの規定を準用する。

2 略

(入居者の資格 )

第 44条 の 2 特定公共賃貸住宅に入居する

ことができる者は、次の各号のいずれかに

該 当す る者で公租公課を滞納 していないも

のとする。

(1)略

② 所得が市長の定める基準に該 当す る者

号 )第 8条第 1項 の規 定 に よ り炭鉱離職

者求職手帳の発給を受けている者
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改  正  案 改  正  前

2 略

(準 用 )

第 44条 の 7 特定公共賃貸住宅の管理 につ

いては、特定公共賃貸住宅を市営住宅 とみ

な して、第 4条 、第 8条 第 1項及 び第 2

項 、第 10条 、第 12条 か ら第 15条 ま

で、第 18条 か ら第 22条 まで、第 23条
(第 4項 を除 く。 )、 第 24条 、第 25条

並びに第 39条の規定を準用する。

(入居者の資格 )

第 44条 の 7の 2 市営賃貸住宅に入居す る

ことができる者は、次の各号のいずれ にも

該 当す る者で市税等 を滞納 していない も

の とする。

(1)～ (創 略

(削 除 )

(使用料の納付 )

第 44条 913 略

2 駐車場使用者は、毎月末 日

までにその

月分 の使 用料 を納付 しなけれ ばな らない。

ただ し、その 日が休 日に当た る ときは、そ

の訟 日をもつて納期限 とす る。

る法律施 行規則 (平 成 5年 建 設省 令第

16号)第 7条 に規定する者

3及 び 4

別表第 1

略

(第 2条関係)市営住宅

名 称
所在

地
戸数

建設

年度
構造等

(略 )

押 切

住 宅

大 島

区 岡
10

昭 和

59年
度

簡易耐火 2階建

て 1棟 5戸建て

2棟

(略 )

別表第 4(第 2条 、第 44条 の 7の 6関係 )

市営賃貸住宅

(削 除

名 称
所在

地
戸 数

家賃

月額

建設

年度
構造等

で災害、不良住宅の撤去その他の特別の

事情によ り市長が特定公共賃貸住宅に入

せ る層|六 が i高 当 で あ る と認 め るや、のル

2 略

(準用 )

第 44条 の 7 特定公共賃貸住宅の管理につ

いては、特定公共貨貸住宅を市営住宅 とみ

な して、第 4条 、第 8条 第 1項及び第 2

項 、第 10条 、第 12条 か ら第 15条 ま

で、第 17条 か ら第 22条 まで、第 23条
(第 4項 を除 く。 )、 第 24条 、第 25条

並びに第 39条の規定を準用する。

(入居者の資格 )

第 44条 の 7の 2 市営賃貸住宅に入居す る

ことができる者 は、次の各号のいずれにも

該当す る者で公租公課 を滞納 していない も

のとする。

(1)～ (31 略

14)規則で定める市営賃貸住宅にあつて

は、規則で定める条件に該当すること。

(使用料の納付 )

第 44条の 13 略

2 駐車場使用者は、毎月末 日 (月 の中途で

明け渡す場合は、明け渡す 日)ま でにその

月分の使用料 を納付 しなければな らない。

3及び 4 略

別表第 1(第 2条関係)市営住宅

名 称
所在

地
戸数

建 設

年度
構造等

(略 )

押 切

住 宅

大 島

区 岡
10

昭 和

59年
度

衛易耐火 2階建

て 1棟 10戸建

て 1棟
(略 )

別表第 4(第 2条 、第 44条 の 7の 6関係 )

市営賃貸住宅

20,000

円

日召 不口
58 4再

木 造 平

屋 建 て

1棟 1

戸 建 て

1棟

塚

安

安

区

塚

中

宅

山
1

名 称
所在

地
戸 数

家賃

月額

建設

年度
構造等
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改  正  案 改  正  前

コー

ポや

すづ

か

鐘
睦
塚一

10
34,000

円

(略 )

コー

ポや

すづ

か

同
一

10
34,000

円

平 成

15年
度

木造 2

階建て

1棟

理
‐

１０

て

棟

(略 )

23



所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 48号

提  出  課 生活排水対策課

上越市下水道条例の一部改正について

1 改正理由

本年 10月 か らの消費税率の引上げを受け、下水道使用料を改定するもの

2 改正内容

(1)下水道使用料の月額を次のとお り改定する。 (第 22条 関係 )

区 分 汚水のJF除量 現 行 改定後

一般汚水

基本使用料 5♂ まで 1,427.76円 1,454.20円

超過使用料

(1∬につ

き)

6だから 10だまで 72.36円 73.70円

Hだから20∬まで 180。 36円 183,70円

21だか ら 30∬まで 210。 60円 214.50円

31だか ら 100∬ まで 245.16円 249,70円

101ゴ以上 299,16円 304.70円

公衆浴場汚水 1ポにつき 71.28円 72.60円

121 この条例の施行の日前から継続 して公共下水道を使用 している者については、(1)

の改正は、同日以後最初に汚水の排除量を認定する日以後の汚水のりF除に係る下水

道使用料から適用することとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

平成 31年 10月 1日

4 上越市下水道条例改正案新 旧封照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(使用料の額 )

第 22条  略

一般

汚水

超 過 使

用  料

(1ポ
イこつ

Hだから

20∬まで
183.70円

汚水 の排

除量
月 額区  分

1,454.20円
基 本 使

用料
5ポ まで

6だから

10♂ まで
73.70円

(使用料の額 )

第 22条 略

一般

汚水

超 過 使

用  料

(1だ
につ

Hだか ら

20ポまで

区  分
汚 水 の排

除量
月 額

基 本 使

用料
5だまで 1,427.76円

6ポから

10♂ まで
72.36円

180,36円
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改  正  案 改  正  前

き )

2略

21だから

30ボまで
214.50円

31ゴから

100 HPま で
249.70円

101∬以上士 304,70円

公衆浴場汚水 1∬につき 72r60円

備考 略

き )

2 略

21だから

30だまで
210.60円

31∬から

100だまで
245.16円

101ボ以上 299.16円

公衆浴場汚水 1だにつき 71,28円

備考 略

¬
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 49号

提  出  課 生活排水対策課

上越市農業集落排水条例の一部改正について

l 改正理由

本年 10月 か らの消費税率の引上げを受け、排水処理施設使用料を改定するもの

2 改正内容

(1)排水処理施設使用料の月額を次のとお り改定する。 (別表第 2関係 )

区 分 汚水の排除量 現 行 改定後

基本使用料 5♂ まで 1,427.76円 1,454.20円

超過使用料

(1ず につ

き)

6だから 10だ まで 72.36円 73.70円

11ずか ら 20♂まで 180.36円 183.70円

21だから30だまで 210.60円 214.50円

31だから 100∬ まで 245。 16円 249,70円

101だ 以上 299.16円 304.70円

(2) この条例の施行の 日前か ら継続 して排水処理施設を使用 している者については、

(Jの改正は、同日以後最初に汚水の排除量を認定する日以後の汚水の排除に係る排

水処理施設使用料から適用することとする。 (附則第2項関係)

3 施行期 日

平成 31年 10月 1日

4 上越市農業集落排水条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表第 2(第 7条関係 )

超過使 用

料 (1だ
につき)

31だから

100だ まで
249,70円

月 額汚水の排除量区 分

1,454.20円5だ まで
基 本使 用

料

73,70円
6だか ら

loだ まで

183,70円
Hポから

20だまで

214.50円
21だから

30ポまで

別表第 2(第 7条 関係 )

超 過使 用

料 (1だ
につき)

31ポか ら

100♂ まで

汚水の排除量 月 額区 分

1,427,76円5だまで
基 本使 用

料

72.36円
6だか ら

10♂ まで

Hだか ら

20∬まで
180.36円

210.60円
21だか ら

30ポまで

245.16円
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改  正  案 改  正  前

備考 略

101だ 以上 304.70円

備考 略

101だ 以上 299.16円
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 50号

提   出  課 生活排水対策課

上越市浄化槽整備推進事業に係る浄化糟の設置等に関する条例

の一部改正について

1 改正理由

本年 10月 か らの消費税率の引上げを受け、浄化槽使用料を改定するもの

2 改正内容

(J 浄化槽使用料の月額を次のとお り改定する。 (別表第 2関係 )

浄化槽の規模 現  行 改定額

5人槽 3,600円 3,666円

6～ 7人槽 4,H4円 4,190円

8～ 10人槽 5,349円 5,448円

H～ 50人槽 市長が定める額

12)(1)の 改正は、平成 31年 10月 分の浄化槽使用料か ら適用 し、同年 9月 分までの

浄化槽使用料については、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

平成 31年 10月 1日

4 上越市浄化槽整備推進事業に係 る浄化槽の設置等に関する条例改正案新旧対照表

部分が改正箇所 )

改  正  前改  正  案

別表第 2(第 15条関係 )

浄化槽の規模 使用料の額

5人槽 3,600円

6～ 7人槽 4,114円

8～ 10人槽 5,349円

11～ 50人槽 市長が定める額

備 考 略

別表第 2(第 15条関係 )

浄化槽の規模 使用料の額

5人槽 3,666円

6～ 7人槽 4,190円

8～ 10人槽 5,448円

H～ 50人槽 市長が定める額

備考 略

28



所 管 委 員 会 農政建設常任委員会

関 係 案 件 議案第 1号

提  出  課 都市整備課

歳出科 目 (P130～ P131) 2款 1項 7目 企画費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    車交

景観デザイン事業 7,280 9,323 △ 2,043

主 な  財  源 主 な 経 費

国庫支出金

一般財源

2,695

4,585

報酬

報償費

旅費

110

1,200

544

委託料       3,410

負担金補助及び交付金

1,985

公共施設及び民間施設について、良好な景観の保全 と創造が図られるよう誘導するととも

に、市民の景観に関する意識の向上を図るもの

【目的】

景観計画に掲げる、上質な美 しさが実感できるまちの実現と地域の特性をいかした景観

づくりを推進する。

【31年度目標】

・公共施設及び民間施設についてt景観ア ドバイザーからの助言や届出制度の実施によ

り、景観の向上を推進する。

・南本町三丁目の景観まちづくり活動を支援し、地域の主体性の向上を図る。

【実施内容】

・一定規模以上の建築等について届出制度を運用するほか、色彩・照明 。デザインの専

門家によるア ドバイスを実施する。

・南本町三丁目において、魅力あるまちなみの形成に向けて地域住民が主体となつて取

り組む修景活動や 「南本町三丁目景観色彩ガイ ドライン」の策定・運用等について支

援する。

※参考

届 出件数及びア ドバイス件数の推移

年  度 H26 H27 H28 H29 H30

届出件数 116 77 84 105 90

ア ドバイス件数 41 56 72 69 48

(届 出件数及びア ドバイス件数 ともに平成 30年度分は平成 31年 1月 末現在 )
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歳出科 目 (P138～ P139) 2款 1項 16目 みどりのまち推進費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    車交

みどりのまち推進事業 7,149 9,304 △ 2,155

主 な 財 源 主 な 経 費

一般財源 7,149 需用費        22

委託料       6,677

負担金補助及び交付金 450

上越市民みどりの憲章の主旨である、みどりの大切 さを学び、守 り育て、次の世代に引き

継いでいくため、緑化意識を啓発するイベン トの開催や花壇の維持管理を実施するもの

○上越市みどりのフェステイバル実行委員会交付金

【目的】

イベントを通じて、緑化意識の啓発を図る。

450

【31年度目標】

来場者数で 5,500人、来場者アンケー トの結果におけるイベントの満足度、緑化意識

の啓発度で 9割を目標とする。

【実施内容】

緑化団体等により構成される実行委員会が主催する上越市みどりのフェスティバルに

ついて、助成を行うとともに事務局として所要の事務を行う。

○植栽管理等委託  6,699
【目的】

花壇の整備等を行うことにより、景観の向上や環境の保全を図る。

【実施内容】

沿道、施設花壇及び空閑地を地元ボランティアや緑化団体等の協力を得て緑化する。

※全 ■3か所のうち 96か所は町内会や緑化団体等がボランティアから管理 していた

だく予定

種  別 面  積 箇所数、緑化場所等

沿道花壇 19,535ピ
99か所 (合併前上越市 9か所、10区 90か所)

○安塚区フラワーロー ド、国道 8号石橋交差点等

施設花壇 493だ
14か所 (合併前上越市 1か所、4区 13か所)

○上越文化会館花壇、公園等

合  計 20,028ピ 113か所 (合併前上越市 10か所、10区 103か所)
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提  出  課 生活排水対策課

歳出科 目 (P214～ P217) 4款 2項 2目 生活環境費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 比  較

生活排水対策事業 18,192 22,627 △ 4,435

主 な 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

一般財源

3,098

15,094

旅費         16

負担金補助及び交付金

18,176

下水道事業及び農業集落排水事業と併せて全市の汚水処理を行 うことにより、生活環境の

改善、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るためく合併処理浄化槽の整備に対 し

て助成するもの

【目的】

合併処理浄化槽の設置に対し補助を行い、下水道事業及び農業集落JF水事業と併せた汚

水処理の推進を図る。

【31年度目標】

合併処理浄化槽設置の啓発及び補助事業の周知を行い、補助金を交付することにより、

下水道事業計画区域外及び農業集落排水区域外における合併処理浄化槽の設置を推進する。

【実施内容】

・合併処理浄化槽等設置費補助金
。新潟県浄化槽推進協議会負担金

合併処理浄化槽等設置費補助金の内訳

18,111

65

区  分 基  数 補助金額

下水道全体計画区域外及び

農業集落排水事業区域外
20基 8,198

下水道事業計画区域を除く

下水道全体計画区域内
38基 9,913

合  計 58基 18,111
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提  出  課 建築住宅課

歳出科 目 (P266～ P269) 8款 1項 2日 建築指導費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    較

建築指導費 10,207 10,784 △ 577

主 な 財 源 主 な 経 費

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

5,487

2,212

405

諸収入

一般財源

10

2,098

報酬

委託料

使用料及び賃借料

1,325

1,781

1,344

負担金補助及び交付金

4,226

市民の生命、健康及び財産の保護に努め、安全・安心なまちづくりに寄与するため、建築

物の安全性の確保に関して取 り組むもの

○木造住宅耐震化支援事業  1,710(耐震診断 :640 耐震設計 :120 耐震改修 :950)

【目的】

木造住宅の耐震診断、耐震設計及び耐震改修を支援することにより、市民の防災意識

の高揚を図るとともに、地震に強いまちづくりを推進する。

【31年度目標】

事業の積極的な活用を市民へ促すとともに、新潟県耐震改修促進協議会と連携しなが

ら、耐震診断の普及促進や耐震化に向けた積極的なPRを行い、耐震化を図る。

【実施内容】

◇耐震診断委託

・内  容 診断を専門家へ委託 (市民の費用負担は無料 )

。委 託 費 640千円 (1件当たり概ね 80千円)

・件  数 8件

◇耐震設計補助金

・内  容 設計費用の一部を補助

・補 助 額 上限 120千円 (補助率 1/3)

・件  数 1件

◇耐震改修補助金 (耐震改修)

・内  容 改修費用の一部を補助

・補 助 額 上限 650千円 (市補助分 :改修費用の 1/3で上限 500千円

+県 補助分 :市補助額の 1/2で上限 150千円)

・件  数 1件

◇耐震改修補助金 (耐震シェルター等)

・内  容 耐震シェルター及び耐震ベッドの設置費用の一部を補助

・補 助 額 上限 300千円 (補助率 1/2)

・件  数 1件
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(参考 )

木造住宅耐震化支援事業交付実績 (単位 :件 )

年度

区分
H16-H25 H26 H27 H28 H29

H30
(見込み)

耐震診断 396 11 13 9 2 12

耐震設計 28 2 3 0 0 1

耐震改修 29 4 0 1 0 0

[新 ]○ブロック塀等撤去支援事業  3,000
【目的】

倒壊のおそれのあるブロック塀等の撤去費用を助成する制度を創設し、災害時等にお

ける被害の未然防止と避難路等の通行の確保に努める。

【31年度目標】

避難路等に倒壊するおそれのあるブロック塀等の削減を図る。

【実施内容】
。内  容

・補 助 額

・件  数

ブロック塀等の撤去費用の一部を補助

上限 150千円 (補助率 1/2)

20件

○建築基準法の運用及び建築確認申請業務  5,497
【目白勺】

迅速かつ的確な建築確認審査を実施するほか、定期報告制度の適正な運用による建築

物等の適確な維持管理を推進し、市民の生命、健康及び財産の保護を図る。

【実施内容】

・建築基準法に基づく特定行政庁事務

(建築確認申請業務、特殊建築物等の定期報告業務、建築の指導 。相談業務 等)

。その他建築関連法定事務

(長期優良住宅の普及の促進に関する法律や建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律に基づく認定等の業務 等)

(参考)

建築確認申請実績 (建築物)。 ・ 。( )内は各年度 1月 末現在の受付件数 (単位 :件 )

年度

申請受付
H26 H27 H28 H29 H30

上越市
243

(208)

236

(195)

205

(172)

186

(158) (152)

指定確認

検査機関

620

(536)

629

(527)

684

(604)

669

(569) (630)

計
863

(744)

865

(722)

889

(776)

855

(727) (782)
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建築確認申請受付件数比

※ 「特」:特定行政庁  「指」:指定確認検査機関

※ 「H30」 の新潟県及び全国の割合は未公表

(単位 :%)

年度

区分

H26 H27 H28 H29
H30

(1月 末現在)

特 指 特 指 特 指 特 指 特 指

上越市 28 72 27 73 23 77 22 78 19 81

新潟県 20 80 16 84 14 86 12 88

全 国 15 85 13 87 12 88 11 89

34



提  出  課 道路課

歳出科 目 (P268～ P269) 8款 2項 1目 道路橋梁総務費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 レヒ    屯交

道路管理総務費 65,516 74,973 △ 9,457

主 な 財 源 主 な 経 費

使用料及び手数料

財産収入

諸収入

5

7

142

一般財源 65,362 報酬

需用費

役務費

6,072

7,959

4,499

委託料

使用料及び賃借料

34,469

7,428

市民の安全 。安心な生活環境の向上を図るため、道路法及び関係法令に基づき道路の適切

な管理を行 うもの

○未登記土地の処理  10,000

【目白勺】

市道を適切に管理するため、市道敷地内の所有権移転が未了の土地において所有者及

び権利について調査を行 うほか、用地測量業務などを実施 し、計画的に土地の所有権の

移転を行 う。

【31年度目標】

40筆の測量 。調査業務委託を早期に発注するとともに、測量が不要な 187筆 と合わせ

た合計 227筆の所有権移転登記を年度内に完了する。

【実施内容】

・分筆が必要な土地については、測量・調査を実施 して道路敷地を確定し、所有権移

転登記の手続を進める。

・分筆を要 しない土地については、地権者からの登記書類提出を受け、所有権移転登

記の手続を進める。

○道路台帳整備委託  17,896

【目的】

道路法に基づく道路台帳 (調書及び図面)の整備を行う。

【実施内容】

新たに廃止・認定した道路や道路改良等により形状変更した道路を調査測量し、道路

台帳の補正を行う。
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歳出科 目 (P268～ P269) 8款 2項 1目 道路橋梁総務費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    嘉交

私道整備事業 2,604 2,303 301

主 な 財 源 主 な 経 費

一般財源 2,604 負担金補助及び交付金

2,604

市民の生活環境の向上を図るため、私道整備に係る経費の一部に対して補助金の交付を行

うもの

【目的】

私道の整備に係る経費の一部を補助することにより、市民の生活環境の向上を図る。

【31年度目標】

予定する私道整備に対して、適切な補助金交付事務を行 うとともに、降雪前までに整備

が完了できるよう、申請者に対し指導する。

【実施内容

※ 補助率 :40%、 上限 100万円

工 種 延 長 (m)施 工 地

側溝改良・舗装修繕 8.4大豆一丁 目

舗装修繕 1.6幸町

18。 1南高田町 側溝改良

大和四丁 目 側溝改良 18.3

合併前

上越市

舗装新設 56.0柿崎区 上直海

道路改良 52。 2岡沢中郷区

149.6合  計
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歳出科 目 (P268～ P271) 8款 2項 2目 道路維持費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    車交

道路維持費 722,629 802,112 △ 79,483

主 な 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

財産収入

諸収入

5,730

935

328

市債

一般財源

135,600

580,036

報酬

需用費

委託料

11,018

12,216

244,661

使用料及び賃借料

工事請負費

原材料費

3,027

486,024

11,507

道路損傷箇所の早期発見と速やかな修繕に努めることで、道路の穴などによる車両等の事

故を未然に防止 し、市民生活のよリー層の安全 。安心を確保するもの

○道路維持修繕・委託業務  694,562

【目的】

道路パ トロールや市民からの通報等により発見した損傷箇所の修繕を行 うほか、道路

清掃、除草等を実施 し、交通に支障を及ばさないよう適切な維持管理を行 う。

また、市道の草刈 りや側溝清掃等を地域との協働作業により実施 し、道路維持費の縮

減を図る。

【31年度目標】

・道路パ トロールや市民からの通報により発見した損傷箇所については、即日に安全

対策を講じ、早期の復旧を図る。

・外側線修繕工事については、早期に発注し、6月 末までに完了する。

【実施内容】

・道路パ トロールや市民、関係機関からの通報等により発見 した損傷箇所の修繕工事

を速やかに実施する。

・道路照明施設の修繕計画を策定するため点検を実施 し、都材の劣化・損傷の状況を

把握する。

・道路及び側溝清掃、草刈 りなどのほか、街路樹の害虫駆除や剪定を行 う。

・地域が行 う各種作業がスムーズに実施できるよう、必要な機材を貸 し出す。

・外側線の摩耗が著 しい路線について、計画的に引き直し修繕を行 う。

・舗装の劣化や損傷により、安全な通行に支障のある箇所の舗装修繕工事を計画的に

行 う。

○その他道路管理業務  28,067
【目的】

n  直江津駅・黒井駅の自由通路、アンダーパス等の道路施設の適切な保守管理を行う。

【実施内容】

直江津駅・黒井駅の自由通路の清掃、市内 5か所のアンダーパスにおける排水ポンプ

の定期点検など施設管理を実施する。
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本年度 前年度
'ヒ

車交

平成 30年度 3

月補正予算額

(※ )

当初予算額 合計 平成 29年度 3

月補正予算額

当初予算額 合計

0 722,629 722,629 183,574 802,112 985,686 △263,057

※ 前頁に記載の「本年度」及び「前年度」の金額は当初予算額である。

ただし、下記の表は、各年度における国の補正予算を活用した事業費の前倒し等による

補正予算の影響額を反映し、実質的な予算比較を表示している。

※各年度の補正予算額は、国の補正予算を活用した事業費の前倒 し等による額を示す。
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提  出  課 河川海岸砂防課

歳出科 目 (P270～ P271) 8款 2項 3日 道路新設改良費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    車交

人千浦地区周回道路新設事業費 89,783 18,864 70,919

主 な 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

繰入金

一般財源

39,000

50,059

724

報酬

委託料

使用料及び賃借料

206

746

250

工事請負費     86,152

補償、補填及び賠償金 2,213

上越火力発電所建設に対する地元の理解を図ることを目的に、人千浦地区の地域振興事業

を実施するもの

【目的】

上越火力発電所の建設に伴う人千浦地区の地域振興事業として、生活道路や雨水排水路

の整備を推進する。

【31年度目標】

北側周回道路については、道路改良工事及び物件移転補償を年度内に完了する。

【実施内容】

道路改良工事 L=669m、 物件移転補償一式

位置図 L=669m道路改

物件移転補償 ―式

ミ

●""">

周回道路(整備済)

周回道路(未整備)

献 的

1
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提  出  課 道路課

歳出科 目 (P270～ P271) 8款 2項 3目 道路新設改良費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    車交

道路整備事業 914,360 455,798 458,562

主 な 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

市債

一般財源

493,000

377,000

44,360

役務費

委託料

工事請負費

58

435,006

301,847

公有財産購入費   74,669

補償、補填及び賠償金

102,780

安全で安心な暮 らしを実現 し、快適な生活環境を確保するため、市民に最も身近な生活関

連道路の整備を実施するもの

【目的】

狭除道路の拡幅改良や通学路における歩道新設、老朽化が著しい道路側溝の改良など、

市道の整備を推進し、市民の生活環境の向上を図る。

【31年度目標】

工事については、早期に発注し、降雪前の 11月 末までに完了する。

【実施内容】

合併前上越市ほか 2区で事業を実施 (26か所)

地 区 路線名 施工地 主な実施内容
位置図

ページ

合併前

上越市

三田新田幹線

(都市計画道路黒井藤野新田線)

三田新田

橋梁下部正 一式

用地測量・用地調査 一式

上質調査 一式

用地取得 A=4,069♂

物件補償 一式

43

北本町春 日山町線 春日山町一丁目

歩道新設 L=125m W=2.5即

用地取得 A=41ポ

物件補償 二式

西ケ窪線ほか 西ケ窪浜ほか

道路改良 L=70m W=5m

側溝改良 L=272m

W=0.5-0.81n

二交直江津五智環状線

(歩道新設 )

東雲町一丁目
歩道新設 L=88m W=2.5m

用地取得 A=370ポ

駒林東中島線 駒 林
道路改良 L=90m W=5.5m

物件補償 一式

二交直江津五智環状線

(側溝改良)

五智三丁目 側溝改良 L=140m W=0.3m

40



地 区 路線名 施工地 主な実施内容
位置図

ページ

合併前

上越市

中田原高田公園線 南高田町ほか

踏切拡幅 L=1lm W=14.9m

歩道拡幅 L=32m W=2.5m

物件補償 一式

側溝改良 L=274m

W=0.3-0,4正 n

側溝改良 L=500m

W=0.3ハVO.4rn

道路改良 L=56m W=4m

物件補償 一式

道路改良 L=43m W=6.5m

用地取得 A=79∬

物件補償 一式

用地測量・用地調査 一式

詳細設計 一式

用地測量・用地調査 一式

物件調査 一式

側溝改良 L=180m W=0。 3m 43

舗装新設 L=62m W=4m

物件補償 一式

側溝改良 L=120m W=0。 3m

側溝改良 L=138m W=0。 3m
物件補償 一式

側溝改良 L=138m

W=0.3ハΨO.41n

舗装新設 L=50m W=4m

舗装新設 L=32m W=4。 2m

側溝改良 L=101m W=0,3m

測量設計 L=300m

橋梁予備設計 一式

土質調査 一式

戸野目下稲田線 稲田三丁 目

小町環状線ほか 春日新田二丁目

南方線 南方

大和小前通線 大和一丁目

石沢学校線 石 沢

北本町四丁 目飯線

(踏切拡幅)

飯ほか

西ケ窪浜夷浜線ほか 夷浜

南本町二丁 目 10号線 南本町二丁目

北本町四丁 目飯線

(側溝改良)

飯

春日山荘東通線 春日山町一丁目

新光町三丁 目 1号線 新光町三丁目

東城町三丁 目 18号線 東城町 丁目

昭和町一丁 目 12号線 昭和町一丁目

中央四・五丁目線 中央四丁目

大和三南高田線 南高田町ほか

価 区

坂田村中線 坂田新田
道路改良 L=20m W=5,5m

物件補償 一式
44

坂田池尻線 坂田新田 側溝改良 L=270m W=0.3m

41



地 区 路線名 施工地 主な実施内容
位置図

ページ

柿崎区 裏浜線 柿崎 側溝改良 L=250m W=0.3m

44

三和 区 今保北代線 今保ほか

歩道新設 L=120m W=2.5m

路肩拡幅 L=45m W=2m
用地取得 A=414∬

物件補償 一式

※ 40頁の「本年度」及び「前年度」の金額は当初予算額である。

ただし、下記の表は、各年度における国の補正予算を活用した事業費の前倒し等による

補正予算の影響額を反映し、実質的な予算比較を表示 している。

※各年度の補正予算額は、国の補正予算を活用した事業費の前倒 し等による額を示す。

本年度 前年度 比較

平成 30年度 3

月補正予算額

(※) ‐

当初予算額 合計 平成 29年度 3

月補正予算額

当初予算額 合 計

6 54, 74 2 914,360 1,569,102 536,026 455,798 991,824 577,278
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二交直江津五智環状線 (側溝改良)

(五智三丁目)

西ケ窪線ほか
(西ケ窪浜ほか)

春日山荘東通線
(春 日山町―T目 )

中央四・五丁目線
(中 央四丁目)

西ケ窪浜夷浜線ほか
(夷浜 )

小町環状線ほか
(春 日新田二丁目)

二交直江津五智環状線 (歩道新設 )

(東雲町―丁目)新光町三丁目1号線
(新光町三丁目)

道路整備事業位置図
(合併前上越市 )

N
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三田新田幹線
(都市計画道路黒井藤野新田線 )

(三 田新田)北本町春日山町線
(春 日山町一丁目)

北本町四丁目飯線 (側溝改良)

(飯 )

目
飯

飯線 (踏切拡幅 )

ほか)

北本町四丁
(

戸野 目下稲田線

(稲 田三丁 目)

昭和町―丁目12号線
(昭和町―丁目)

東城町三丁目18号線
(東城町三丁目)

南本町二丁目可0号線
(南本町二丁目)

大和三南高田線
(南高田町ほか )

大和小前通線
(大和一丁目)

石沢学校線

(石 沢 )

中田原高田公園線
(南高田町ほか)
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駒林東中島線
(駒林 )

南方線
(南方 )
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道路整備事業位置図
(柿崎区、三和区)

裏浜線
(柿崎区柿崎 )

坂田池尻線
(柿崎区坂田新田)

坂田村中線
(柿崎区坂田新田)
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